
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書（案） 

 

新バリアフリー法施行から１０年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せ

ているところである。 

しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフ

リー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市町村においては様々な

事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。 

また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について一層の向上

が急務となっている。 

２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機

とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化

するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要がある。そ

のためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すこと

が不可欠である。 

政府は、平成２９年２月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン２

０２０行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めていると

聞く。 

こうした状況を踏まえ、政府におかれては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向

けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記につ

いて措置するよう求めるものである。 

  

記 

 

１ 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度

の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。 

 

２ 公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取組を計画的に進める枠組みについて検討

すること。 

 

３ バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等の意見を聞くような仕組みを

検討すること。併せて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、そ

の協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること。 

 

４ バリアフリー法改正後速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知

を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

 

【 提出会派：公明党 】 

【 提出先：内閣総理大臣、国土交通大臣 】 



所有者不明の土地利用を求める意見書（案） 

 

平成２８年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の

割合は、約２０％に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会・所有者不明土地問

題研究会は、２０４０年にはほぼ北海道の面積に相当する（約７２０万ヘクタール）所有

者不明土地が発生すると予想している。 

現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住

所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請で

きるのだが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要となっている。 

また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立て

ができるかが不明確な上、不在者１人につき管理人１人を選任するため、不在者が多数に

上ると手続きに多大な時間と労力が掛かる。 

所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大

な時間とコストを要している現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用

促進を図るための制度を構築すべきである。 

  

記 

 

１ 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。 

 

２ 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを

行うこと。 

 

３ 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を

図ること。 

 

４ 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 

 

５ 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

 

【 提出会派：公明党 】 

【 提出先：内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 】 



障がい児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書（案） 

 

障がいがあるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障がい児者は

年々増加している。現行の障がい福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホーム

や入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障がい児者

が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期化は、精

神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障がい児者の自立をますます困難なものにし

ている。 

２０１４年１月、わが国政府は国連・障害者権利条例の締約国に加わった。条約には、

第１９条（ａ）「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで

誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わ

ないこと」が明記されているとともに、第２８条では「障害者が、自己及びその家族の相

当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居を含む。）についての権利並びに生活条件の不

断の改善についての権利を有することを認める」ものとしている。 

多くの障がい児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実の中で、生

きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同

性介護に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中で

緊急度の高い待機者が「長期のショートステイ（いわゆる『ロングショート』）」を余儀

なくされている問題などは早急に解決すべき課題であるといえる。 

よって、こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社

会資源の拡充を図るとともに、「地域か、施設か」「グループホームか、施設か」の選択

ではなく、地域の中の重要な社会資源として共存し、相互に連携した運営と拡充が図られ、

利用者が体験的に選択できる状況を早期に実現するよう、下記の事項を強く要望する。 

 

記 

 

１ 障がい児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施

設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保すること。 

 

２ 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。 

 

３ 前２項を実現するために、障がい者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手に

なっている地方公共団体を財政的に支援すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

 

【 提出会派：川上 直喜 】 

【 提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 】 

 


